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天
明
義
挙
の
碑
（
豊
饒
碑
銘
）（
羽
村
市
）

山
口
正
義

羽
村
の
禅
林
寺
の
脇
を
車
で
通
る
度
に
、
い
つ
か
は
「
天
明
義

挙
の
碑
」
の
文
章
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
知
り
た
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
所
属
し
て
い
る
羽
村
古
文
書
研
究
会
で
「
武
州
村

山
大
変
次
第
之
事
」
を
読
み
、
天
明
一
揆
（
天
明
四
年(

一
七
八
四)

二
月
）
の
当
時
の
生
々
し
い
歴
史
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
改
め
て

古
文
書
の
面
白
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
茲
に
武
蔵
国
多
摩
郡
玉
川
附
の
村
方
に
羽
村
と
云
う
所
あ
り
、

此
所
は
其
昔
し
よ
り
東
都
に
て
御
持
用
な
さ
る
御
用
水
の
堰
場
と

か
や
」
で
始
ま
る
「
武
州
村
山
大
変
次
第
之
事
」
は
、
一
揆
の
中

心
人
物
の
羽
村
の
名
主
・
組
頭
ら
三
人
が
会
合
し
、
商
人
の
占
売

が
諸
人
を
難
儀
に
お
と
し
入
れ
て
い
る
と
し
て
一
揆
を
起
こ
し
買

占
め
の
者
達
を
打
潰
す
こ
と
や
、
そ
の
為
に
檄
文
（
ビ
ラ
）
を
用

意
す
る
に
は
筆
工
な
ど
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
、
秘
密
に
人
集
め
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
檄

文
は
多
摩
郡
・
入
間
郡
の
四
十
ヶ
村
余
り
に
飛
ん
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
因
み
に
、
そ
の
檄
文
の
口
上
（
読
み
下
し
）
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
す
（
参
考
資
料(

)

よ
り
）。

1

口

上

一
去
る
卯
年
（
天
明
三
年
）
関
八
州
並
び
に
出
羽
奥
州
ま

で
去
る
夏
秋
両
毛
不
作
に
つ
き
、
米
穀
並
び
に
雑
穀

な
ど
高
値
に
相
成
り
、
右
国
々
百
姓
ど
も
大
困
窮
仕
り

候
旨
、
御
上
へ
御
聞
き
及
ば
れ
、
此
た
び
御
回
状
を
以

て
仰
せ
触
れ
ら
れ
候
は
、
一
村
限
り
村
役
人
立
会
い
、

小
前
百
姓
の
雑
穀
を
相
改
め
、
家
内
人
数
引
合
せ
、
当

夏
作
出
来
候
ま
で
の
手
当
に
残
し
置
き
、
そ
の
余
り
の

分
は
そ
の
村
最
寄
り
市
場
町
場
な
ど
へ
差
出
し
、
賣
捌

き
申
す
べ
き
旨
仰
せ
触
れ
ら
れ
候
と
こ
ろ
、
右
御
触
を

も
恐
れ
ず
、
此
近
在
有
徳
（
金
持
ち
）
の
者
ど
も
、
寄

う

と

く

合
い
相
談
致
し
、
市
場
町
場
は
勿
論
、
小
前
ま
で
の
雑

穀
を
買
留
め
置
き
、
占
め
売
り
い
た
し
候
者
ど
も
、
近

辺
に
こ
れ
あ
り
、
大
勢
の
難
儀
を
顧
り
み
ず
甚
だ
不

法
の
仕
方
、
よ
っ
て
ご
相
談
申
す
儀
こ
れ
あ
り
候
間
、

来
る
二
十
八
日
暮
六
つ
時
よ
り
五
つ
時
ま
で
に
箱
根
ケ

崎
村
池
尻
（
狭
山
池
）
へ
高
百
石
に
つ
き
、
二
十
人
程

ず
つ
の
積
り
を
以
て
村
々
一
同
お
出
会
な
さ
れ
候
。
も
し
お
出
会
い
こ
れ
な
き
御
村
方
へ
は
大
勢
押
し
寄
せ
理
不
尽
な
る

儀
も
こ
れ
あ
る
べ
く
間
、
よ
く
よ
く
こ
の
段
御
心
得
な
さ
れ
、
右
刻
限
間
違
い
こ
れ
な
く
お
出
会
い
な
さ
る
べ
く
候
、
以
上

辰
二
月

困
窮
之
村
々

天
明
一
揆

天
明
年
間
は
天
変
地
異
が
続
き
凶
作
に
み
ま
わ
れ
農
民

一
揆
が
頻
発
し
ま
し
た
。
「
天
明
の
飢
饉
」
で
す
。
天
明

四
年(

一
七
八
四)

二
月
、
狭
山
池
畔
に
集
結
し
た
一
揆
勢

は
、
羽
村
の
名
主
組
頭
層
を
中
心
に
近
郷
四
十
ヶ
村
を
巻

き
込
み
、
狭
山
地
方
（
武
蔵
村
山
市
）
の
豪
農
豪
商
の
倉

な
ど
を
打
ち
壊
し
ま
し
た
。
世
に
天
明
一
揆
（
天
明
の
打

ち
こ
わ
し
）
と
い
う
農
民
一
揆
で
す
。

主
導
し
た
村
役
九
人
は
そ
の
責
め
を
負
い
獄
死
。
明
治

二
十
七
年
こ
の
人
々
を
義
民
と
し
て
顕
彰
し
た
天
明
義
挙

の
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
一
揆
の
様
子
を
細
か
く
記
し
た
の
が
『
天
明
年
間

東
国
変
乱
覚
書
』
の
中
に
あ
る
「
武
州
村
山
大
変
次
第
之

事
」（
筆
者
不
明
）
で
す
。

村々に張出された口上（２）

（「武州村山大変次第之事」の中の口上と細かい個所は微妙に異なる）

天明義挙の碑（豊饒碑銘）
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御
名
主
、
御
年
寄
、
惣
百
姓

中

さ
て
、「
天
明
一
揆
」
そ
の
も
の
の
説
明
は
こ
の
程
度
に
し
て
本
論
に
戻
り
ま
す
。
古
文
書
研
究
会
で
の
勉
強
を
機
に
、
こ
の

碑
の
文
章
に
挑
戦
し
て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
早
速
禅
林
寺
に
行
き
写
真
を
撮
り
パ
ソ
コ
ン
上
で
読
ん
で
み
よ
う
と
し
ま
し

た
。
し
か
し
二
九
字×

二
四
行
の
七
百
字
近
い
漢
文
は
、
と
て
も
私
の
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
り
ま

し
た
。

仕
方
な
く
文
献
に
頼
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。『
羽
村
町
史
史
料
集
第
五
集
』
に
原
文
全
文
と
読
み
下
し
が
載
っ
て
い
る
の
で
読

ん
で
み
ま
し
た
（
章
末
に
史
料
集
の
全
文
を
載
せ
ま
し
た
）。

前
半
は
飢
饉
の
状
況
や
買
占
め
へ
の
憎
し
み
が
激
烈
な
文
章
で
書
か

れ
て
い
ま
す
。「
餓
莩
野
に
充
ち
、
木
の
実
草
の
根
を
墌
掘
し
以
て
飢
食

が
ひ
ょ
う

せ
き
く
つ

に
当
つ
」、「
困
民
を
飢
谷
に
陥
れ
も
っ
て
奇
貨
と
な
し
、
ま
さ
に

掠
攫

あ

り
ゃ
く
か
く

利
を
貪
ら
ん
と
す
、
嗚
呼
そ
の
為
す
と
こ
ろ
神
人
共
に
悪
ま
ざ
る
べ
け

に
く

ん
や
」
と
い
っ
た
調
子
で
す
。

中
盤
に
は
九
名
の
自
首
か
ら
獄
中
死
の
状
況
が
あ
り
ま
す
。「
自
訴
を

期
し
て
共
に
邑
吏
中
に
在
り
、
以
て
一
個
の
慮
を
遺
さ
ず
、
一
村
の
幹

理
議
閣
に
関
し
、
耆
徳
某
に
後
事
を
遺
托
し
、
九
士
挙
っ
て
其
の
罪
を

き

と

く

こ
ぞ

負
う
。
直
ち
に
官
衙
に

抵

き
自
首
す
、
卒
に
有
司
の
捕
に
就
き
浩
然
と
し
て
獄
に
下
る
」
と
あ

か

ん

か

お
も
む

つ
い

り
ま
す
。
米
穀
の
値
段
が
下
が
り
二
合
し
か
買
え
な
か
っ
た
の
が
七
合
買
え
る
よ
う
に
な
り
、

飢
民
が
喜
ん
で
い
る
こ
と
が
獄
中
の
九
人
に
伝
わ
る
と
、「
九
士
共
に
曰
く
こ
こ
に
於
て
か
、
死

す
と
雖
も
悔
い
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
公
裁
い
ま
だ
決
ら
ず
、
九
士
陰
房
中
に
奄
然
と

え
ん
ぜ
ん

し
て
共
に
逝
く
」
と
あ
り
裁
判
も
な
く
九
名
は
突
然
亡
く
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
結
果

に
「
衆
民
こ
れ
を
聞
き
慟
哭
声
四
方
に
聞
ゆ
、
そ
も
そ
も
九
士
仁
を
求
む
る
に
死
を
以
て
す
、

何
の
怨
か
是
れ
あ
ら
ん
、
果
た
せ
る
哉
没
後
無
罪
の
宣
告
に
値
り･･･

」
と
あ
り
、
死
後
無
罪
の

あ
た

宣
告
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
九
名
の
名
前
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。（

）

内
は
「
武
州
村
山
大
変
次
第
之
事
」
に
出
て
く
る
名
前
で
す
。
嶋
田
太
郎
（
名
主
太
郎
右
衛
門
）、

同
傳
衛
（
組
頭
傳
兵
衛
）、
岩
波
要
八
（
要
八
）、
指
田
源
右
（
筆
工
源
右
衛
門
）、
中
嶌
勝
右
、
小
作
治
郎
、
森
田
宇
（
名
主
羽

助
）、
北
浦
勘
（
勘
左
衛
門
）、
加
藤
政
固
（
政
五
郎
）。

文
末
に
至
る
と
明
治
期
の
民
権
運
動
が
背
景
に
あ
る
の
か
、「
今
や
王
政
復
古
し
紀
綱
清
明
に
し
て
信
賞
必
罰
一
個
の
含
寃
無

き
は
、
豈
、
兆
民
の
福
祉
に
非
ざ
る
や
、
こ
の
ご
ろ
志
士
有
り
相
謀
り
て
ま
さ
に
石
を
立
て
…
」
と
述
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
上
段
に
「
豊
饒
碑
銘
」
と
横
書
の
あ
る
こ
の
碑
は
明
治
二
十
七
年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。
天
明
一
揆
を
義
挙
と

し
て
一
揆
に
殉
じ
た
九
名
の
行
為
を
称
賛
し
て
い
ま
す
が
、『
羽
村
町
史
』
に
は
、「
明
治
二
六
年
の
三
多
摩
境
域
変
更
問
題
な

ど
を
境
に
羽
村
の
民
権
的
気
運
が
も
っ
と
も
高
揚
し
た
、
村
内
自
由
党
系
の
高
潮
期
は
か
つ
て
の
天
明
の
一
揆
を
再
評
価
し
一

揆
に
殉
じ
た
九
名
の
行
為
を
義
挙
と
し
て
建
碑
に
及
ぶ
、
そ
し
て
首
謀
者
を
志
士
と
刻
ん
だ
。
漢
文
の
碑
文
も
貴
重
な
史
料
で

あ
る
が
、
碑
の
裏
に
刻
ま
れ
た
建
立
参
加
者
の
名
も
当
時
の
政
治
の
一
端
を
伝
え
る
」
と
あ
り
、
三
多
摩
の
東
京
府
移
管
問
題

に
反
対
し
た
三
十
四
名
が
建
立
し
た
も
の
と
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
碑
の
文
章
は
難
し
い
。
こ
の
す
ご
い
文
章
を
書
い
た
人
は
ど
の
よ

う
な
人
物
な
の
で
し
ょ
う
か
。
碑
文
の
最
後
に
は
「
南
禅
前
管
長
現
廣
園
沙
門
大
徹
衜
林

撰
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
ネ
ッ
ト
で
探
し
て
み
た
ら
「
興
禅
護
国
会
に
つ
い
て
」
と
い
う

サ
イ
ト
に
勝
峰
大
徹
老
師
（
一
八
二
八
～
一
九
一
一
）
の
こ
と
が
写
真
と
と
も
に
略
歴
が

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

文
政

年
、
三
重
県
志
摩
に
生
ま
れ
る
。

11
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８
歳
。
金
剛
証
寺
（
伊
勢
市
朝
熊
岳
）・
聯
湲
和
尚
の
も
と
で
出
家
。
歴
参
の
後
、
慶
応
２
年
、
妙
心
寺
の
寛
州
玄
政
老

師
の
印
可
を
受
け
る
（

歳
）。

39

歳
。
金
剛
証
寺
に
住
す

44
歳
。
明
治

年
。
南
禅
寺
に
晋
山
、
同
派
管
長
。

60

20

歳
。
明
治

年
。
八
王
子
廣
園
寺
に
晋
山
。

65

25

歳
。
明
治

年
。
廣
園
寺
に
「
是
道
会
」
を
、
東
京
廣
徳
寺
に
「
興
禅
護
国
会
」
を
設
立
。

66

26

歳
。
廣
園
寺
を
退
き
駒
込
動
坂
・
無
礙
庵
に
移
る
。

73明
治

年
遷
化
。
世
寿

歳
。

44

84

勅
諡
号
は
大
智
円
通
禅
師
、
道
号
は
大
徹
。
諱
は
道
林
。
室
号
は
三
光
室
、
滴
水
軒
。
河
野
広
中
、
中
江
兆
民
、
細
川
潤

次
郎
、
床
次
竹
次
郎
、
大
石
正
巳
等
が
熱
心
に
参
禅
し
た
。

こ
の
よ
う
な
大
人
物
に
誰
が
依
頼
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
碑
の
裏
に
は
「
主
唱
者
岩
波
茂
吉
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
人
達
が
八
王
子
の
臨
済
宗
広
園
寺
の
大
徹
老
師
に
依
頼
し
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
師
は
当
時

歳
の
頃
で
し
た
。

66

な
お
渡
辺
義
次
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
碑
は
最
初
は
羽
村
橋
ぎ
わ
の
大
欅
の
近
く
で
し
た
が
道
路
改
修
の
際
に
現
在
地
に
移
さ

れ
た
と
い
い
ま
す
。
碑
に
は
様
々
な
こ
と
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

（
３
）

【
碑
文
全
文
】（
参
考
文
献(

)

よ
り
）

1

天
明
初
王
綱
解
紐
方
徳
川
幕
府
威
焰
薫
灼
之
時
東
國
荐
饑
如
武
之
多
摩
町
谷

所
澤
特
粟
禾
闕
乏
糴
米
錢
上
貳
合
弱
他
穀
蔬
菜
亦
騰
貴
細
民
困
苦
所
謂
有
黎

民
靡
孑
遺
之
况
各
邑
慈
譱
士
周
旋
奔
走
専
竭
賑
恤
力
容
易
難
救
助
衆
多
之
究

民
飢
餓
日
薄
穀
價
月
貴
餓
莩
充
野
摭
掘
木
實
草
根
以
當
飢
食
矣
際
其
時
有
豪

富
奸
商
占
買
近
市
蓄
穀
欲
壟
斷
於
巨
利
陰
移
檄
使
諸
肆
停
止
糶
米
焉
嗟
乎
惨

哉
酷
哉
陥
困
民
於
飢
谷
目
爲
竒
貨
将
掠
攫
貪
利
嗚
呼
蕨
所
爲
神
人
共
可
不
悪

哉
于
茲
有
慷
慨
士
夙
看
破
其
機
密
探
其
魁
索
其
證
據
憤
然
赫
怒
與
同
士
相
謀

謂
曰
夫
天
降
饑
饉
之
荼
毒
猶
尚
有
客
年
蓄
蔵
不
可
無
救
之
之
術
然
而
所
以
来

此
騰
貴
者
橆
他
是
出
彼
徒
之
策
也
必
矣
嗟
饑
饉
不
殺
人
奸
商
反
殺
人
可
不
憎

焉
哉
仲
尼
不
曰
殺
身
以
爲
仁
豈
可
不
報
衆
民
之
怨
讐
哉
且
見
義
不
爲
非
勇
是

臥
此
時
爲
然
矣
同
士
一
決
于
此
軽
装
奉
命
於
天
師
衆
咄
喊
薄
奸
商
家
大
聲
鳴

殺
か
？

其
罪
破
毀
家
財
以
覩
懲
戒
之
意
泰
然
退
義
首
者
十
人
曰
嶋
田
太
郎
仝
傳
衞
曰

岩
波
要
八
曰
指
田
源
右
曰
中
嶌
勝
右
曰
小
作
治
郎
曰
森
田
宇
曰
北
浦
勘
曰
加

藤
政
固
期
自
訴
共
在
邑
吏
中
以
不
遺
一
個
慮
關
弌
村
幹
理
議
閣
耆
徳
某
遺
托

後
事
九
士
挙
負
其
罪
直
抵
官
衙
自
首
卒
就
有
司
之
捕
浩
然
下
獄
矣
於
是
乎
兩

處
近
邑
米
穀
頓
下
七
合
彊
粤
飢
民
謹
然
戴
手
曰
使
我
等
蘇
復
此
安
者
九
士
之

賜
也
此
語
流
獄
中
也
九
士
共
曰
於
此
乎
雖
死
不
悔
終
不
見
鐵
窓
苦
色
矣
惜
幕

命
壓
制
苞
苴
公
行
之
世
公
裁
未
決
九
士
陰
房
中
奄
然
共
逝
矣
衆
民
聞
之
慟
哭

聲
聞
四
方
抑
九
士
求
仁
以
死
何
怨
是
有
果
哉
没
後
値
無
罪
之
宣
告
且
當
時
有

志
者
感
其
義
氣
稱
直
世
神
人
建
廟
祠
以
奉
祀
云
今
也

王
政
復
古
紀
綱
清
明

信
賞
必
罸
靡
一
個
含
寃
者
豈
非
兆
民
之
福
祉
耶
頃
有
志
士
相
謀
将
立
石
勒
事

蹟
於
不
朽
来
乞
銘
於
余
予
嘉
其
義
挙
大
裨
補
風
教
不
辭
而
銘
曰
大
地
破
壊
一

天
入
昏
浩
然
正
氣
不
動
山
根
圓
般
若
智
義
烈
芳
蓀
受
生
淨
界
今
古
齊
存

皇
明
治
甲
午
夏
四
月

南
禅
前
管
長
現
廣
園
沙
門
大
徹
衜
林
撰

瀛
津
廣
胖
書

天明義挙の碑（豊饒碑銘）
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【
読
み
下
し
】（
参
考
文
献(

)

よ
り
）

1

【
参
考
資
料
】

(
)

羽
村
町
教
育
委
員
会
『
天
明
一
揆
史
料
』（
羽
村
町
史
史
料
集
第
五
集
、
昭
和

年
）

1

55

(
)

渡
辺
安
之
「
羽
村
の
古
文
書
５

天
明
打
こ
わ
し
口
上
書
」（
『
会
報
羽
村
郷
土
研
究
』
第

号
、1

9
7
3

年

月

日
）

2

27

6

26

(
)

渡
辺
義
次
「
天
明
の
打
毀
し
事
件
調
査(

２)

」（
『
会
報
羽
村
郷
土
研
究
』
第

号
、1974

年

月

日
）

3

30

7

1

（
「
古
文
書
は
む
ら
」
創
刊
号
、
平
成

年

月
に
追
記
）

24

9

天明義挙の碑（豊饒碑銘）


